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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　棒状化粧料（１）を保持し、外部に露出したスリーブ（３）と下端の連結部（４１）の
相対回転により棒状化粧料（１）を上下摺動させる繰り出し機構（１０）を備え、スリー
ブ（３）と連結部（４１）の相対回転する部位間に、弾性を有して摺接するＯリング（１
１）を配置した繰り出し構造体（Ａ）と、該繰り出し構造体（Ａ）の上部を覆うキャップ
が抜脱可能に嵌合する嵌合部（５１）を有した中筒（５）と該中筒（５）を止着した本体
筒（９）とより構成する外装体（Ｂ）とより成り、繰り出し構造体（Ａ）を、嵌合部（５
１）より外装体（Ｂ）内に差し込み、繰り出し構造体（Ａ）の連結部（４１）と外装体（
Ｂ）を止着して、外装体（Ｂ）と繰り出し構造体（Ａ）を連結し、外装体（Ｂ）により繰
り出し構造体（Ａ）の連結部（４１）を操作可能とした構成において、
　前記中筒（５）と本体筒（９）の間の凹所（５３）に、スリーブ（３）が貫通する当接
筒（６）を挟持し、該当接筒（６）の前記繰り出し構造体（Ａ）のスリーブ（３）と相対
した内周壁に、先端（６１）が尖った「く」字形状のジャバラ状をした変形可能な当接部
（６０）を突設し、該当接部（６０）は当接筒（６）が前記中筒（５）と本体筒（９）の
間に挟持される事により弾性変形して内径が窄まり、スリーブ外径（β）と同径か僅かに
小径となってスリーブ（３）外壁に線接触し、スリーブ（３）と外装体（Ｂ）の相対回転
時の摺動抵抗は僅かであるが、スリーブ（３）を軸芯（１５）に支え、繰り出し構造体（
Ａ）の横振れを抑えることを特徴とする棒状化粧料繰り出し容器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、口紅、スティックファンデーションなどの棒状化粧料を収納し、容器を相対
回転操作することにより棒状化粧料を繰り上げ下げさせる回転繰り出し機構を内装した棒
状化粧料繰り出し容器に関し、容器を保持した時、使用した時の高級感を向上させる棒状
化粧料繰り出し容器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　口紅、スティックファンデーションなどの棒状化粧料を収納し、容器を相対回転操作す
ることにより棒状化粧料を繰り上げ下げさせる回転繰り出し機構を内装した棒状化粧料繰
り出し容器は、回転繰り出し機構を内装した繰り出し構造体を規格品化してコストダウン
し、この繰り出し構造体を、製品ごとに商品を差別化する加飾を施した外装体に装着して
成っていた。この繰り出し構造体の繰り出し機構は、繰り出し構造体のほとんどを覆い、
外装体に装着した際、外部に突出し、加飾が可能なスリーブと、このスリーブ下端より突
出し、外装体に連結する連結部とを相対回転する事により作動させていた。
【０００３】
　この繰り出し構造体は、下端の連結部が外装体に連結しているため、下端の連結部を中
心に横振れし易かった。この繰り出し構造体が横振れしてしまうと、繰り出し構造体の先
端の振れ幅が大きく、スリーブ外壁が、外装体の最上端にある、キャップが抜脱可能に嵌
合する嵌合部を有した嵌合部の内壁上端に当たってしまった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開昭５７－１５２２１１号公報
【特許文献２】実開昭５９－３１３１５号公報
【特許文献３】特開２０００－２６２３２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１においては、嵌合部の内面に塗膜を設けてスリーブ外壁が塗膜に当接するよ
うにして回転繰り出し操作を円滑化できた。特許文献２においては、嵌合部の内周面に複
数の支持突部を突設して繰り出し構造体の横振れを規制した。特許文献３においては、嵌
合部の内周面、口元よりも少し下がった位置にスリーブ側面が当接する当接部を突設し、
スリーブ側面の外から見える位置の傷の発生を防止した。
【０００６】
　上記特許文献は、回転操作を円滑化したり、横振れを規制したり、横振れによる傷の発
生を防止したりする効果は有していた。しかし、繰り出し構造体の端部を保持する構造上
、横振れ自体の発生を防ぐことは困難であり、容器を振った時などに横振れが発生し、ス
リーブと嵌合部が当たり、硬い物同士が当たって生じるカタカタ音が発生してしまった。
このカタカタ音は化粧品容器の高級感を損なうものであった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、前述した課題を解消するため、棒状化粧料１を保持し、外部に露出したスリ
ーブ３と下端の連結部４１の相対回転により棒状化粧料１を上下摺動させる繰り出し機構
１０を備え、スリーブ３と連結部４１の相対回転する部位間に、弾性を有して摺接するＯ
リング１１を配置した繰り出し構造体Ａと、この繰り出し構造体Ａの上部を覆うキャップ
が抜脱可能に嵌合する嵌合部５１を有した中筒５とこの中筒５を止着した本体筒９とより
構成する外装体Ｂとより成り、繰り出し構造体Ａを、嵌合部５１より外装体Ｂ内に差し込
み、繰り出し構造体Ａの連結部４１と外装体Ｂを止着して外装体Ｂと繰り出し構造体Ａを
連結し、外装体Ｂにより繰り出し構造体Ａの連結部４１を操作可能とした構成において、
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前記中筒５と本体筒９の間に、変形可能でスリーブ３が貫通する当接筒６を挟持する。こ
の当接筒６の前記繰り出し構造体Ａのスリーブ３と相対した内周壁に、先端６１が尖った
「く」字形状のジャバラ状をした変形可能な当接部６０を突設する。この当接部６０は当
接筒６が前記中筒５と本体筒９の間に挟持される事により弾性変形して内径が窄まり、ス
リーブ外径βと同径か僅かに小径となってスリーブ３外壁に線接触する。その結果、スリ
ーブ３と外装体Ｂの相対回転時の摺動抵抗は僅かであるが、スリーブ３を軸芯１５に支え
、繰り出し構造体Ａの横振れを抑える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は以上のように、スリーブ３が当接筒６の当接部６０により外装体Ｂの軸心１５
に支えているため、繰り出し構造体Ａは横振れが抑えられ、スリーブ３外壁が他所に当た
る事がなく、カタカタ音を立てることもない。また、当接部６０の先端６１がスリーブ３
外壁に線接触しているため、相対回転時の摺動抵抗は僅かであり、繰り出し構造体Ａ内の
Ｏリング１１により最適に調整された容器の操作感に影響を与えることはない。
【０００９】
　更に当接筒６は、変形可能なジャバラ形状の当接部６０を設けており、当接筒６が中筒
５と本体筒９の間に挟み込まれると、当接部６０の内径が窄まる様になっている。そのた
め、当接筒６単体の時、つまり上下からの負荷がかかっていない状態では当接部６０の内
径α２はスリーブ３外径βよりも僅かに大径にして、スリーブ３を挿入し易くし、中筒５
、当接筒６、本体筒９を組み立てると、当接部６０の内径αが窄まり、スリーブ３の外径
βと同径か僅かに小径となり、スリーブ３をある程度の弾性で軸心１５に支持し、繰り出
し構造体Ａの横振れを抑えられる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の棒状化粧料繰り出し容器の実施形態の正面断面図である。
【図２】本発明の実施形態の繰り出し構造体の正面半断面図である。
【図３】本発明の実施形態の外装体の正面半断面図である。
【図４】図１におけるＸ矢視部の部分拡大断面図である。
【図５】本発明の棒状化粧料繰り出し容器の他の実施形態の正面断面図である。
【図６】本発明の他の実施形態の繰り出し構造体の正面半断面図である。
【図７】本発明の他の実施形態の外装体の正面半断面図である。
【図８】図５におけるＹ矢視部の部分拡大断面図である。
【図９】本発明の実施形態の当接筒の正面半断面図である。
【図１０】本発明の他の実施形態の当接筒の正面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　まず、本発明を実施するための形態として、棒状化粧料１の下方に繰り出し機構１０を
配置した繰り出し構造体Ａから成る棒状化粧料繰り出し容器について図１～図４及び図９
により説明する。
【００１２】
　口紅、スティックファンデーションなどの棒状化粧料１の下端を保持する紅皿２は、下
端に脚筒２０を垂下している。この脚筒２０は、下部外側壁にガイド突部２１を突設して
いる。また、脚筒２０の下端よりは、一対の切り欠き２２が設けられ、ガイド突部２１を
設けた脚筒２０を内方向に窄めることができるようになっている。さらに脚筒２０の下部
内面には、雌ネジ２３を螺設している。この紅皿２は、スリーブ３内に上下摺動可能に内
装されている。
【００１３】
　スリーブ３は、肉薄金属製のパイプで、商品を差別化する加飾を施している。このスリ
ーブ３の下部側面には、軸線と平行にガイド溝３０を穿設している。このガイド溝３０は
、前記紅皿２のガイド突部２１が係合して紅皿２を回動不能に摺動可能に案内している。
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またこのガイド溝３０の長さによって、紅皿２のストローク（摺動長さ）が決定する。こ
のガイド溝３０には、紅皿２の脚筒２０を内方向に窄めた状態で挿入し、ガイド突部２１
を係合させる。このスリーブ３の下端には、ネジ筒４を挿入している。
【００１４】
　このネジ筒４は、紅皿２の脚筒２０内に侵入するネジ部４０と、スリーブ３後端より突
出する連結部４１より成っている。このネジ部４０の外側壁には、紅皿２の脚筒２０に設
けた雌ネジ２３と螺合する雄ネジ４２を螺設している。連結部４１は、スリーブ３後端部
分が嵌合する上部連結部位４３と、スリーブ３下端より外部に突出する下部連結部位４４
より成っている。
【００１５】
　この上部連結部位４３の外側壁には、２つの周溝（第１周溝４５、第２周溝４６）を刻
設している。この第１周溝４５には、スリーブ３の内周リブ３１が回動自在に脱落不能に
係合している。この内周リブ３１は、スリーブ３の外部より内周方向に向けて成形してい
る。第２周溝４６には、Ｏリング１１が嵌合している。このＯリング１１は、ＮＢＲなど
の弾性を有した素材より成り、スリーブ３の内壁に弾性を有して摺接している。下部連結
部位４４の外周壁には、溝状の係合部４７を周設し、この係合部４７の下方側壁には、全
周に軸線と平行に多数の縦溝４８を刻設している。
【００１６】
　上記紅皿２、スリーブ３、ネジ筒４により、繰り出し構造体Ａを構成している。この繰
り出し構造体Ａは、スリーブ３とスリーブ３の下端より突出したネジ筒４の連結部４１を
相対回転すると、スリーブ３のガイド溝３０により回動を阻止された紅皿２の脚筒２０内
の雌ネジ２３が、ネジ筒４の雄ネジ４２と螺合しているため、螺合作用により紅皿２が進
退する繰り出し機構１０を有している。このスリーブ３とネジ筒４の相対回転時に、ネジ
筒４の第２周溝４６内のＯリング１１がスリーブ３内壁に弾性を有して当接しているため
、摺動抵抗が生じる。この摺動抵抗が良好な回転操作感を生む。
【００１７】
　この繰り出し構造体Ａは、外装体Ｂに装着する。この外装体Ｂは、図示しないが繰り出
し構造体Ａ上部を覆うキャップと、中筒５と、本体筒９とより成っており、露出部分に商
品を差別化する加飾を施している。中筒５は本体筒９上端に止着され、上部が本体筒９よ
り上方に突出しキャップが抜脱可能に嵌合する嵌合部５１になっている。この嵌合部５１
よりは、繰り出し構造体Ａが差し込まれる。中筒５の内壁には、下方が大径となった上部
当接部５６を設けている。また、本体筒９の上部内側壁には、上方が大径となった下部当
接部９０を設け、中筒５の上部当接部５６と本体筒９の下部当接部９０の間に凹所５３を
構成している。更に本体筒９の下部内側壁には、繰り出し構造体Ａの連結部４１を係合保
持する構造体保持部９１を設けている。
【００１８】
　この本体筒９の構造体保持部９１内壁には、抜け止め突部９２及び、回り止め突部９３
を突設している。この抜け止め突部９２は、前記繰り出し構造体Ａの連結部４１に設けた
溝状の係合部４７と係合して繰り出し構造体Ａを脱落不能に保持する。また、回り止め突
部９３は、前記繰り出し構造体Ａの連結部４１に設けた縦溝４８と係合し繰り出し構造体
Ａのネジ筒４を回動不能に保持する。その結果、外装体Ｂと繰り出し構造体Ａの連結部４
１は従動する。
【００１９】
　中筒５と本体筒９で構成される凹所５３には、当接筒６を内装している（図４参照）。
この当接筒６の側壁には肉薄部分６４を設け、この肉薄部分６４を「く」字形状に内方向
に突出させてジャバラ状の当接部６０を構成している。この当接部６０はある程度の弾性
で変形可能となっており、無負荷の状態（当接筒６単独の状態、図９参照）で、当接部６
０の内径α２が前記スリーブ３の外径βよりも僅かに大径で、組み立て時のスリーブ３挿
入に支障がない。しかし、凹所５３に装着して、当接筒６を中筒５と本体筒９の間に挟み
込むと、図４に示した様に、当接部６０が外装体Ｂに差し込まれた繰り出し構造体Ａのス
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リーブ３と相対し窄まり、当接筒６の内径αがスリーブ３の外径βと同径か僅かに小径と
なり、スリーブ３（繰り出し構造体Ａ）をある程度の弾性で軸心１５に支持する。
【００２０】
　更に、発明を実施するための他の実施形態として、繰り出し機構１０を棒状化粧料１の
周囲に配置した繰り出し構造体Ａから成る棒状化粧料繰り出し容器について図５～図９に
よって説明する。
【００２１】
　口紅、スティックファンデーションなどの棒状化粧料１の下端を保持する紅皿２は、外
側壁に一対の螺合突部２４を突設している。この紅皿２は、身筒７内に上下摺動可能に内
装されている。
【００２２】
　この身筒７の棒状化粧料１及び紅皿２を収納した収納部７０の外側壁には、螺旋保持部
７１を設けている。この螺旋保持部７１の側壁には、軸線と平行に一対のガイド溝３０を
穿設している。このガイド溝３０は、前記紅皿２の螺合突部２４が貫通して紅皿２を回動
不能に摺動可能に案内している。また、このガイド溝３０の長さによって、紅皿２のスト
ローク（摺動長さ）が決定する。この身筒７の収納部７０の下方には、連結部４１を設け
ている。また、螺旋保持部７１には、ラセン筒８を回動自在に脱落不能に保持している。
【００２３】
　このラセン筒８の内側壁には、前記身筒７のガイド溝３０を貫通した紅皿２の螺合突部
２４が螺合するラセン溝８０を螺設している。また、ラセン筒８の下部外周に軸線と平行
の外周ローレット８１を刻設している。このラセン筒８及び身筒７は、スリーブ３内に挿
入されている。
【００２４】
　このスリーブ３は、商品を差別化する加飾を施しており、内側壁には、ラセン筒８の外
周ローレット８１が係合してラセン筒８を回動不能に保持する内周ローレット３２を刻設
している。この内周ローレット３２により、スリーブ３の回転に従ってラセン筒８が従動
するようになっている。前記身筒７の連結部４１は、スリーブ３の後端部分が嵌合する上
部連結部位４３と、スリーブ３後端より外部に突出する下部連結部位４４より成っている
。
【００２５】
　この上部連結部位４３の外側壁には、２つの周溝（第１周溝４５、第２周溝４６）を刻
設している。この第１周溝４５には、Ｏリング１１が嵌合している。このＯリング１１は
、ＮＢＲなどの弾性を有した素材より成り、スリーブ３の内壁に弾性を有して摺接してい
る。第２周溝４６には、スリーブ３の内周リブ３１が回動自在に脱落不能に係合している
。この内周リブ３１は、スリーブ３の外部より内周方向に向けて成形している。下部連結
部位４４の外周壁には、溝状の係合部４７を周設し、この係合部４７の下方側壁には、全
周に軸線と平行に多数の縦溝４８を刻設している。
【００２６】
　上記紅皿２、スリーブ３、身筒７、ラセン筒８により、繰り出し構造体Ａを構成してい
る。この繰り出し構造体Ａは、スリーブ３とスリーブ３下端より突出した身筒７の連結部
４１を相対回転すると、身筒７のガイド溝３０により回動を阻止された紅皿２の螺合突部
２４がスリーブ３に従動するラセン筒８のラセン溝８０と螺合しているため、螺合作用に
より紅皿２が進退する繰り出し機構１０を有している。このスリーブ３と身筒７の相対回
転時に、身筒７の第１周溝４６内のＯリング１１がスリーブ３内壁に弾性を有して当接し
ているため、摺動抵抗が生じる。この摺動抵抗が良好な回転操作感を生む。
【００２７】
　この繰り出し構造体Ａは、外装体Ｂに装着する。この外装体Ｂは、図示しないが繰り出
し構造体Ａの上部を覆うキャップと、中筒５と、本体筒９とより成っており、露出部分に
商品を差別化する加飾を施している。中筒５は、本体筒９の上端に止着され、上部が本体
筒９より突出しキャップが抜脱可能に嵌合する嵌合部５１になっている。この嵌合部５１
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よりは、繰り出し構造体Ａが差し込まれる。中筒５の内壁には、下方が大径となった上部
当接部５６を設けている。また、本体筒９の上部内側壁には、上方が大径となった下部当
接部９０を設け、中筒５の上部当接部５６と本体筒９の下部当接部９０の間に凹所５３を
構成している。この本体筒９の下部内側壁には、繰り出し構造体Ａの連結部４１を係合保
持する構造体保持部９１を設けている。
【００２８】
　この本体筒９の構造体保持部９１内壁には、抜け止め突部９２及び、回り止め突部９３
を突設している。この抜け止め突部９２は、前記繰り出し構造体Ａの連結部４１に設けた
溝状の係合部４７と係合して繰り出し構造体Ａを脱落不能に保持する。また、回り止め突
部９３は、前記繰り出し構造体Ａの連結部４１に設けた縦溝４８と係合し繰り出し構造体
Ａのネジ筒４を回動不能に保持する。その結果、外装体Ｂと繰り出し構造体Ａの連結部４
１は従動する。
【００２９】
　中筒５と本体筒９とで構成される凹所５３には、当接筒６を内装している（図８参照）
。この当接筒６の側壁には肉薄部分６４を設け、この肉薄部分６４を「く」字形状に内方
向に突出させてジャバラ状の当接部６０を構成している。この当接部６０はある程度の弾
性で変形可能となっており、無負荷の状態（当接筒６単独の状態、図９参照）で、当接部
６０の内径α２が前記スリーブ３の外径βよりも僅かに大径で、組み立て時のスリーブ３
挿入に支障がない。しかし、凹所５３に装着して、当接筒６を中筒５と本体筒９の間に挟
み込むと、図８に示した様に、当接部６０が外装体Ｂに差し込まれた繰り出し構造体Ａの
スリーブ３と相対し窄まり、当接筒６の内径αがスリーブ３の外径βと同径か僅かに小径
となり、スリーブ３（繰り出し構造体Ａ）をある程度の弾性で軸心１５に支持する。なお
、この当接部６０は、図１０に示すように先端６１を尖った形状にしてスリーブ３外壁に
線接触しているため、スリーブ３外壁との間に発生する摺動抵抗は僅かであり、容器の操
作感に影響を与えていない。
【実施例】
【００３０】
　本発明を実施する場合の棒状化粧料繰り出し容器は、外部に露出したスリーブ３と下端
の連結部４１を相対回転させる事により駆動する繰り出し機構１０を有した繰り出し構造
部Ａの連結部４１を外装体Ｂに連結しており、外装体Ｂの中筒５と本体筒９の間の内側壁
に当接筒６を挟み込み保持できる凹所５３を、繰り出し構造体Ａのスリーブ３と相対する
位置に設ける事が出来れば実施可能である。従って、繰り出し構造部Ａ中の繰り出し機構
１０も前述した条件を満たせば自由に選択でき、付帯するＯリング１１などの重み出し機
構も自由に設定できる。さらに、実施形態２の構成の場合、スリーブ３とラセン筒８を一
体に成形するなど、部品の一体化も可能である。
【００３１】
　実施形態の欄において、繰り出し構造体Ａと外装体Ｂの連結は、係合部４７と抜け止め
突部９２の係合、及び縦溝４８と回り止め突部９３の係合による方法を述べたが、これら
係合による連結方法ばかりでなく、カシメ加工、接着など、繰り出し構造体Ａと外装体Ｂ
を直接固定する方法も実施可能である。
【００３２】
　繰り出し構造体Ａと外装体Ｂを、係合部４７と抜け止め突部９２の係合、及び縦溝４８
と回り止め突部９３の係合など、係合により連結させた場合、抜脱可能に係合保持させる
ことにより、繰り出し構造体Ａを任意に取り外しできるカートリッジ式棒状化粧料繰り出
し容器として利用できる。
【００３３】
　当接筒６は、中筒５と本体筒９の間に挟み込まれる事により当接部６０が変形して内径
が窄まり、繰り出し構造体Ａのスリーブ３を軸心１５に支持するため、当接筒６全体をＮ
ＢＲ、エラストマー樹脂などの弾性変形可能な素材で成形しても、図５に示す様に、当接
部を肉薄のジャバラ形状に成形して当接部６０にのみ変形可能に構成してもよい。なお、
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この弾性は繰り出し構造体Ａを軸心１５に支持するのに必要最小限の弾性であれば良く、
必ずしも復元性を有する必要はない。
【００３４】
　当接筒６の当接部６０は図９に示した様にジャバラ形状であるが、さらに図１０に示す
様に、当接部６０に切り欠き６５を設けて当接部６０を変形し易くしても良い。この場合
、スリーブ３の外壁に間欠に線接触するのであるが、切り欠き６５を均等に配置すれば、
スリーブ３を問題なく軸心１５に保持できる。また、操作感に悪影響を与える事もない。
【符号の説明】
【００３５】
　１　棒状化粧料
　３　スリーブ
　５　中筒
　６　当接筒
　９　本体筒
１０　繰り出し機構
１５　軸心
４１　連結部
５１　嵌合部
５３　凹所
６０　当接部
６１　先端
　Ａ　繰り出し構造体
　Ｂ　外装体
　α　内径
　β　スリーブ外径
【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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